
簡易無線局免許局の電子申請方法

マイページで「新規申請を開始」を選択

「無線局申請」を選択



申請区分 ：「再免許申請」
無線局の種別：「CR 簡易無線局」
宛先 ：「関東総合通信局長」
担当部課 ：「無線通信部陸上第三課」

上記を入力後、「申請情報入力」を押下



「自動入力」を押下。修正が必要な場合は編集で修正。
※現在の免許内容と相違する場合は、変更申請（届）が必要です。

「委任する（電子委任状を含まない）」の場合は、委任状の添付が必要

2年以内に電波法に違反違反したことがない場合は、「無」を選択

チェックを入れてから、「追加」を押下



「追加」を押下

免許番号（関K第○号）を入力

「OK」を押下

※免許番号が連番でない場合は、上記の操作を繰り返す。



現在の免許の年月日を記載

「OK」を押下



「追加」を押下

無線局の種別：「簡易無線局」
局数 ：今回申請する局数（台数）
空中線電力 ：免許状に記載の空中線電力（「kW」ではなく「W」を選択してください。）

→「自動設定」を押下すると、１局あたりの手数料が表示されます。
・１ワットを超え５ワット以下のもの：1,650円
・１ワット以下のもの：1,050円



免許有効期間中分（最大5 年間分）の電波利用料を、初年度に一括して
支払いたい場合は、「有」にチェック。
「有」にチェックした場合、「無線局の免許の有効期間まで前納します」
にもチェック。

申請内容に関する問い合わせ先を記入。
※日中連絡が可能な連絡先を必ず記載してください。

「入力完了」を押下

変更がある場合は送付先を記入。



入力内容確認後、「送信」を押下
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